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研究成果の概要（和文）： 

本研究は、「『ｅ－サポート裁判所』の創造的構築に関する比較法的・基礎的研究」であり、

研究期間を通じて、市民が利用しやすく分かりやすく頼りがいのあるＩＴ裁判所としての、「ｅ

－サポート裁判所」の具体像を提言することを目的とし、「ｅ－サポート裁判所」の基盤整備の

ために必要な法原則の解明と、そのための解釈論的および立法論的な提言、および、具体的な

システム設計を行った。 

 

研究成果の概要（英文）： 

 This study is the fundamental research that pursues the new “e-Judicial Court and 

Access System” from he viewpoint of the comparative legal study. We could propose not 

only the basic theory of the “Ubiquitous Access to Justice” but also the draft of the new 

“e-Judicial Court and Access System”. Especially this study and its development will 

contribute to the pervasive remedies for the people who are in far from the court system, 

including refugees. 
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１． 研究開始当初の背景 

 

 本研究は、現行民事訴訟法が制定されて１

０周年、『司法制度改革審議会意見書』が公

表されて５周年の節目の年に該当する２０

０７年から、その改革の基礎に存した「司法

への恒常的アクセス」（本研究では、それを

「司法へのユビキタス・アクセス」と呼ぶ。）
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を理論的かつ実践的に実現するために「e-サ

ポート裁判所」を構築するという、空前の研

究を開始した。その研究の背景は、行政・医

療等の領域でＩＴ化が加速度的に進行して

いるのに比べて、司法改革の基礎にある司法

のＩＴ化が、今日に至るまで、極めて不住人

であることに由来する。つまり、「民事訴訟

のＩＴ化」のもつ意義とその具体的な展開可

能性については、必ずしも理論的、体系的か

つ実践的な基礎的考察が、日本では十分に行

われてきたとは言えない状況にあるように

思われる。とりわけ、「民事訴訟のＩＴ化」

の基礎理念、「民事訴訟のＩＴ化」の具体的

な内実とそれによる手続利用者（個人・企業

等）の可視的な具体的便益、そして現実の民

事裁判実務の現状の評価とその展開可能性

に関する研究の不十分さにある。 

 

２．研究の目的 

 

本研究は、「『ｅ－サポート裁判所』の創造

的構築に関する比較法的・基礎的研究」であ

り、研究期間を通じて、市民が利用しやすく

分かりやすく頼りがいのあるＩＴ裁判所と

しての、「ｅ－サポート裁判所」の具体像を

提言することを目的とする。それと同時に、

「ｅ－サポート裁判所」の基盤整備のために

必要な法原則の解明と、そのための解釈論的

および立法論的な提言、および、具体的なシ

ステム設計を行うことを、目標とした。 

 

３．研究の方法 

 

 本研究の研究方法は多岐に亘った。 

 まず、これまでの日本におけるこの領域に

関する研究成果を収集検討し、シンガポール

など世界的に見て「司法のＩＴ化」が最も進

んでいる諸外国のシステムを訪問調査した

り文献研究をしたりして、現状とその展開を

把握し、海外文献を翻訳し、この研究成果を

逐次学会報告や論文等で公表すると共に、民

事訴訟のＩＣＴ化を促進せるための諸種の

理論的実践的な提言を行い、各種の応用可能

な提言を行うこと等を通じて、本研究の成果

を具体化してきた。 

 

４．研究成果 

 

本研究は、「『E－サポート裁判所』の創

造的構築に関する比較法的・基礎的研究」で

あり、４年間にわたる研究を通じて、市民が

利用しやすく分かりやすく頼りがいのある

ＩＴ裁判所としての、「ｅ－サポート裁判所」

の具体像を提言することを、目的とし、たと

え想定外の大災害が生じた場合でさえ、重要

な法のライフラインを構築するための解釈

論的、立法論的な提言、および、具体的なシ

ステム設計と提言を行うことを、目標とし

た。 

その最終年度には、研究実施計画に即し

て、基本的な資料を収集、分析、研究を継続

するとともに、士事務所、法科大学院（模擬

法廷）を用いて、実証実験を行い、インター

ネット回線を用いた模擬民事紛争処理の成

果を得て、その実践可能性を確信することが

できた。近々、その成果を公表するとともに、

「E－サポート裁判所」を実現するためのガ

イドライン等を作成し、次の段階の本格的な

実践研究の足がかりとすることができた。そ

れらとともに、本年までに、ＩＣＴ先進国の

調査と研究を行ってきたので、この成果につ

いても、できるだけ早い時期に、さらなる支

援を得て、公表を行いたい。 

本研究は、これまで日本で行われたことが

なかった「民事司法の IT化（ICT化）」とし

ての意義があり、現在の大災害を克服するた

めの新たな紛争処理モデルを確立するため



 

 

に、すぐれて実践的な成果を獲得することが

できたと考えている。今後、この研究を継続

し、市民のために裨益する業績をあげ続けた

い。とりわけ、東日本大震災の教訓は、一日

も早い「司法への恒常的アクセス」の理論的

および実践的な具体化を行いたいと考えて

いる。 
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